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伊
藤
詩
織
さ
ん
が
山

口
敬

之
元
Ｔ
Ｂ
Ｓ
記
者
を
性
的
暴

行
で
訴
え
た
民
事
裁
判
は
、

伊
藤
さ
ん
の
完
全
勝
訴
だ

っ

た
。

や

っ
と

正

義

（
の

一

部
）
が
実
現
さ
れ
た
。

詩
織

さ
ん
の
勇
気
あ
る
行
動
に
心

か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。

し

か
し
判
決
の
事
実
認
定
に
照

ら
せ
ば
、

準
強
制
性
交
罪
が

成
立
す
る
は
ず
だ
。

な
ぜ
立

件
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
？

山

口
元
記
者
に
は
逮
捕
令

状
が
出
て
い
た
。

逮
捕
直
前

に
警
視
庁
の
中
村
格
刑
事
部

長

（
当
時
）
が
そ
の
執
行
停

止
を
命
じ
た
。

こ
の
行
動
が

ま
ず
異
常
だ
。

山

口
元
記
者

は
安
倍
夫
妻
と
交
友
関
係
が

あ
り

『
総
理
』
と
い
う
本
も

書
い
て
い
た
。

官
邸
に
人
脈

も
あ
る
。

中
村
元
部
長
は
菅

官

房

長

官

の
秘

書

官
、だ

っ

た
。

逮
捕
中
止
は
官
邸
の
指

示
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
？

東
京
地
検
が
山

口
元
記
者

を
不
起
訴
に
し
た
の
も
、

被

疑
者
が
首
相

の
お
友
だ
ち
だ

か
ら
で
は
な
い
か
？
検
察
審

査
会
の
結
論
も

「
不
起
訴
相

当
」
だ

っ
た
が
、

審
査
会
事

務
局
が
素
人
の
審
査
員
を
誘

導
し
た
の
で
は
な
い
か
？

「
刑
事
と
民
事
で
判
断
が

分
か
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
が
、

裁
判
所
は
刑
事
の
判
断
を
し

て
い
な
い
。

「
検
察
と
裁
判

所
で
判
断
が
分
か
れ
た
」
と

言
う
べ
き
だ
。

不
起
訴

の
背

景
に

「
法
の
不
備
」
や

「
立

証
の
困
難
さ
」
が
あ
る
と
い

う
声
も
あ
る
が
、

真
の
理
由

は

「
政
権
に
よ
る
検
察
の
支

配
」
な
の
で
は
な
い
か
？

山

口
元
記
者
は
な
ぜ
逮
捕

も
起
訴
も
さ
れ
な
か

っ
た
の

か
？
そ
こ
に
は
、

安
倍
政
権

に
よ
る

「
刑
事
司
法
の
私
物

化
」
と
い
う
恐
る
べ
き
疑
惑

が
存
在
す
る
の
だ
。
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